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第3章　収集運搬業者の操作

操作の流れ

1.収集運搬業者の運用と機能
収集運搬業者の主な操作は運搬終了報告を行うことです。

運搬終了報告の操作の流れは、以下のようになります。

運搬終了報告に必要な各種一覧を設定する「基本設定」と日付チェックや期限間近通知等の動作環境に係る「環境設定」
があり、これらの設定は運搬終了報告を行う前に設定する必要があります。

運搬終了報告には「マニフェスト情報を検索報告」と「マニフェスト番号を指定して報告」の２つの方法があります。

方法１：マニフェスト情報を検索して報告
登録日、引渡し日を基準にマニフェスト情報を検索し、表示された一覧情報から運搬終了報告を行うマニフェスト情報を
選択して運搬終了報告を行います。

方法２：マニフェスト番号を指定して報告
報告を行うマニフェスト番号がわかっている場合に、直接マニフェスト番号等の情報を入力して運搬終了報告を行います。

基本設定（P1-3-4参照）および環境設定（P1-6-2参照）

運搬終了報告（P1-3-9参照）

1

2




